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は じ め に

記載文言の読み替えについて

本資料は、主に「計画相談支援事業所」を想定して記載

「障害児計画相談支援事業所」については、関連する用語を適宜読み

替えてください。

（読み替えの例）

サービス等利用計画 ＝ 障害児支援利用計画

サービス利用支援費 ＝ 障害児支援利用援助費

継続サービス利用支援費 ＝ 継続障害児支援利用援助費

２



相談支援専門員の研修制度について（１）

【参考】厚生労働省資料

５年度毎
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相談支援専門員の研修制度について（２）

【引用】県HP掲載資料（令和７年度岡山県相談支援従事者現任研修について）
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相談支援事業者とサービス事業者の関係

【引用】厚生労働省資料
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サービス等利用計画と個別支援計画の関係

【参考】厚生労働省資料

サービス等利用計画

＝ 全体像

個別支援計画

＝ (部分的) 具体像
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運営指導における指導事項の内訳

令和7年度（１月３１日時点）の状況 ： １０事業所に対し運営指導を実施

計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援 障害児相談支援

指導項目（区分） 口頭指導 文書指導 項目の計

１ 人員に関する基準

２ 運営に関する基準 7 39 46

３ 支援給付費等の算定及び取扱い 7 7

４ その他

指導区分の計 7 46 53
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運営指導における指導事項（１）

■指定基準第１５条に基づき、サービス提供を実施すること。

相談支援の具体的取扱方針

基準を満たさず相談支援を行った場合は、サービス利用支援費が算定できない。

サービス等利用計画（案）の作成に当たり、アセスメントに係る利用者の居宅等へ
の訪問による利用者及びその家族への面接等を行う。

サービス等利用計画（案）の利用者等への説明及び文書による同意を得るととも
に、同計画（案）を交付する。

サービス担当者会議の開催等により、担当者への説明や専門的な見地からの意見
の聴取を行う。

サービス等利用計画の利用者等への説明及び文書による同意を得る。

サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付する。

※サービス担当者会議には原則、利用者等も参加させる必要がある。
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運営指導における指導事項（１）

指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第１５条（一部抜粋）

第十五条 指定計画相談支援の方針は、第二条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

２ 指定計画相談支援における指定サービス利用支援(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定サービス利用支援をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定す
る方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

五 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利
用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行わなければならない。

六 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能
力等について丁寧に把握しなければならない。

七 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を利用者及
びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

八 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把
握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき
課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める
期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しなければならない。

九 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に短期入所を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活又は社会生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の
心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所を利用する日数が年間百八十日を超えないようにしなければならない。

十 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第十九条第一項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利
用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければならない。

十一 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付しなければならない。

十二 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との
連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議(相談支援専門員がサービス等利用計画の作成のために利用者及び当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等
の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(次条、第二十二条第三項第一号及び第二十八条の二第一号において
「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。以下同じ。)の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、当該利用者の生活に対
する意向等を改めて確認した上で、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。

十三 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければならない。

十四 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しなければならない。

３ 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援(法第五十一条の十七第一項第二号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前
二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて
サービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場
合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。

二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第五条第二十四項に規定する主務省令で定
める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。
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運営指導における指導事項（２）

■指定基準第３０条に定められた諸記録について、整備及び保存すること。

記録の整備

特に、アセスメントやモニタリング、サービス担当者会議等の記録整備が不十分

福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録

個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳

・ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画

・ アセスメントの記録

・ サービス担当者会議等の記録

・ モニタリングの結果の記録

☞ いつ ・ どこで ・ 誰と ・ どのような協議 を行ったかを明確に記載しておく

その他、市町村への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際して採っ
た処置についての記録についても、適切に記録をとり、５年間保存することが必要。
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運営指導における指導事項（３）

■業務継続計画（BCP：Business Continuity Plan）とは

自然災害や感染症のまん延等の不測の事態が発生しても、利用者が継続してサービスの提
供が受けられるよう、業務を中断させない、または中断してもできるだけ早く業務を再
開するための方針等を示した計画

☞「災害対策マニュアル」や「感染症対策マニュアル」とは別に策定が必要

業務継続計画（BCP）

実施すべき取組み

災害編・感染症編それぞれのBCPを策定し、必要に応じ見直しを行うこと

研修・訓練を年に１回以上実施する（必要な措置を講じる）こと

※業務継続計画未策定減算

上記の取組みが未実施の場合、利用者全員について、所定単位数の１％を減算
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運営指導における指導事項（４）

■よくある指摘事項

☞ 感染症対策の関する委員会の開催回数が不足している

☞ 委員会の結果を従業員に周知していない

☞ 感染症対策の関する指針が整備されていない

☞ 研修、訓練が適切に実施されていない

感染症対策・虐待防止の取組み

感染症対策（衛生管理等） 虐待の防止

委員会の開催 おおむね６月に１回以上 年１回以上

研修・訓練の実施 年１回以上 年１回以上

指針の整備 必要 ー
※虐待防止に関する措置は必要
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運営指導における指導事項（５）

■今年度の運営指導時に指摘をおこなった加算

その他の指摘（加算等）

医療・保育・教育機関等連携加算

☞ 単に利用者の病院への通院に同行したことをもって加算を算定している

行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算

☞ 該当の研修修了者を配置していることを公表していない

居宅介護支援事業所等連携加算

☞ 居宅介護支援事業所等へ必要な情報提供を行っていない

サービス提供時モニタリング加算

☞ 記録が作成されていない、サービス等利用計画作成前に加算を算定している

○加算の届出や請求については、事業者（法人）の責務

○届出及び請求にあたっては、必ずその制度の趣旨等を正しく理解し、省令や

告示、留意事項通知等を確認すること
13



関連参考資料（関係法令等）

種 別 名 称

法律
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月７日法律第123号）

・児童福祉法（昭和22年12月12日法律第164号）

・社会福祉法（昭和26年３月29日法律第45号）

基準省令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の人員及び運営に
関する基準（平成24年３月13日厚生労働省令第27号）

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び
運営に関する基準 （平成24年３月13日厚生労働省令第28号）

・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年３月13日厚生労働省令
第29号）

解釈通知

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び
運営に関する基準について（平成24年３月30日障発第0330第21号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知）

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び
運営に関する基準について （平成24年３月30日障発第0330第22号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知）

・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平成24年３月30日障発
0330第23号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

報酬告示

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額
の算定に関する基準（平成24年３月14日厚生労働省告示第124号）

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額
の算定に関する基準（平成24年３月14日厚生労働省告示第125号）

・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年３月14日厚生労働省
告示第126号）

留意事項通知

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18
年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成24年３月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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関連参考資料（相談支援に関するＱ＆Ａ）
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ご清聴いただき
ありがとうございました


